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１ 調査概要 

（１）調査の目的 

本調査は、事業主の皆様の立場から見た男女共同参画に関する現状・課題等をうかがうことで、市内企業

のワーク・ライフ・バランスや女性活躍の推進の状況を把握することを目的として実施しました。 

第二次下野市男女共同参画プランの計画期間が終了するにあたり、次期プラン策定のための基礎データと

して活用します。 

 

（２）調査設計 

①調査地域：下野市全域 

②調査対象：市内事業所 

③標本数：335件 

④調査期間：令和元年 11月 16日～12月２日 

⑤調査方法：調査票による記入方式、郵送配布・郵送回収による郵送調査方法 

 

（３）回収結果 

・発送 335件 

・有効回収数 115件（回収率 34.3％） 
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２ 調査結果 

事業所の状況について 

問１ 貴事業所の状況をお答えください。 

①事業所の産業分類をお答えください。（○は１つ） 

 事業所の産業分類についてみると、「製造業」が 20.9％と最も多く、次いで「建設業」が 16.5％、「医療、福

祉」が 16.5％となっています。 

 

0.9 

0.0 

16.5 

20.9 

0.9 

0.0 

9.6 

2.6 

7.0 

2.6 

0.0 

0.0 

6.1 

3.5 

0.9 

16.5 

8.7 

2.6 

0.9 

0% 10% 20% 30%

農林漁業

鉱業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業

小売業

金融業、保険業

不動産業、物品賃貸業

宿泊業

飲食・サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

教育、学習支援業

医療、福祉

その他サービス業

公務（他に分類されないもの）

不明・無回答

n=115
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②事業所の区分をお答えください。 （○は１つ） 

 事業所の区分についてみると、「支社・支店・営業所等」が 44.3％と最も多く、次いで「単独事業所」が

36.5％、「本社・本店」が 16.5％となっています。 

 

③事業所全体の従業員数をお答えください。 （○は１つ） 

 事業所全体の従業員数についてみると、「10 人～50 人」が 55.7％と最も多く、次いで「301 人以上」が

14.8％、「10人未満」が 13.0％となっています。 

 

  

36.5 16.5 44.3 2.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

n=115

単独事業所 本社・本店 支社・支店・営業所等 不明・無回答

13.0 55.7 6.1 7.8 14.8 2.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

n=115

10人未満 10人～50人 51人～100人 101人～300人 301人以上 不明・無回答
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④正規従業員数をお答えください。 （数字を記入） 

 正規従業員数についてみると、男性では「1～9 人」が 36.5％と最も多く、次いで「10～19 人」が 27.8％、

「20～29人」が 8.7％となっています。 

 女性では「1～9人」が 66.1％と最も多く、次いで「10～19人」が 8.7％、「0人」が 6.1％となっています。 

 

  

1.7 

36.5 

27.8 

8.7 

5.2 

1.7 

5.2 

2.6 

1.7 

8.7 

6.1 

66.1 

8.7 

3.5 

2.6 

0.0 

1.7 

0.9 

0.9 

9.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

0人

1～9人

10～19人

20～29人

30～39人

40～49人

50～99人

100～299人

300人以上

不明・無回答

n=115

男性 女性
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④非正規従業員数をお答えください。 （数字を記入） 

 非正規従業員数についてみると、男性では「1～9 人」が 40.9％と最も多く、次いで「0 人」が 16.5％、「10～

19人」が 6.1％となっています。 

 女性では「1～9人」が 44.3％と最も多く、次いで「0人」が 12.2％、「10～19人」が 4.3％となっています。 

 

  

16.5 

40.9 

6.1 

0.9 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

34.8 

12.2 

44.3 

4.3 

2.6 

2.6 

0.9 

1.7 

0.9 

0.0 

30.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0人

1～9人

10～19人

20～29人

30～39人

40～49人

50～99人

100～299人

300人以上

不明・無回答

n=115

男性 女性



6 

 

④派遣従業員数をお答えください。 （数字を記入） 

 派遣従業員数についてみると、男性では「0 人」が 30.4％と最も多く、次いで「1～9 人」が 10.4％、「10～19

人」が 1.7％となっています。 

 女性では「0人」が 28.7％と最も多く、次いで「1～9人」が 11.3％、「30～39人」が 0.9％となっています。 

 

  

30.4 

10.4 

1.7 

0.0 

0.0 

1.7 

0.9 

0.0 

0.0 

54.8 

28.7 

11.3 

0.0 

0.0 

0.9 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

58.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

0人

1～9人

10～19人

20～29人

30～39人

40～49人

50～99人

100～299人

300人以上

不明・無回答

n=115

男性 女性
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女性従業員の活用について 

問２ 貴事業所では、係長相当職以上の管理職および女性の管理職は何人いますか。 

①役員・事業主（管理職の人数を記入） 

 事業所内の役員・事業主数についてみると、全体では「1～4 人」が 61.7％と最も多く、次いで「0 人」が

20.0％、「5～9人」が 5.2％となっています。 

 女性では「0人」が 54.8％と最も多く、次いで「1～4人」が 27.8％となっています。 

 

②部長・課長・係長相当職（管理職の人数を記入） 

 事業所内の部長・課長・係長相当職数についてみると、全体では「1～4 人」が 47.8％と最も多く、次いで「0

人」が 16.5％、「5～9人」が 16.5％となっています。 

 女性では「0人」が 56.5％と最も多く、次いで「1～4人」が 25.2％、「10人以上」が 2.6％となっています。 

 

20.0 

61.7 

5.2 

1.7 

11.3 

54.8 

27.8 

0.0 

0.0 

17.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

0人

1～4人

5～9人

10人以上

不明・無回答

n=115

全体 うち女性

16.5 

47.8 

16.5 

12.2 

7.0 

56.5 

25.2 

1.7 

2.6 

13.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

0人

1～4人

5～9人

10人以上

不明・無回答

n=115

全体 うち女性
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③管理職全体（①役員・事業主+②部長・課長・係長相当職）（管理職の人数を記入） 

 事業所内の管理職全体数についてみると、全体では「5～9 人」が 31.3％と最も多く、次いで「1～4 人」が

30.4％、「10人以上」が 20.0％となっています。 

 女性では「0人」が 44.3％と最も多く、次いで「1～4人」が 36.5％、「5～9人」が 2.6％となっています。 

 
 

※管理職全体のうち女性の割合（30％を基準とした場合） 

 事業所内の管理職全体のうち女性の割合について 30％を基準にしてみると、「30％以下」が 60.9％と、

「30％以上」の 39.1％を上回っています。 

  

  

10.4 

30.4 

31.3 

20.0 

7.8 

44.3 

36.5 

2.6 

2.6 

13.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0人

1～4人

5～9人

10人以上

不明・無回答

n=115

全体 うち女性

39.1 60.9 0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

n=115

30％以上 30％以下 不明・無回答
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「問２③管理職全体」の女性比率が 30％以下の事業所のみお答えください。 

問２-１ 女性管理職が少ない・または全くいない理由は何ですか。 （○はいくつでも） 

 女性管理職が少ない・または全くいない理由についてみると、「女性従業員が少ない、またはいないから」が

51.4％と最も多く、次いで「事業所内に管理職に該当するポストが少ないから」が 30.0％、「女性自身が管理

職になることを希望しないから」が 24.3％となっています。 

 

20.0 

24.3 

14.3 

12.9 

51.4 

30.0 

4.3 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

必要な経験・判断力を有する女性がいないから

女性自身が管理職になることを希望しないから

将来管理職につく可能性のある女性はいるが、

役職につくための勤続年数を満たしていないから

勤続年数が短く、管理職に

なる前に退職してしまうから

女性従業員が少ない、またはいないから

事業所内に管理職に該当するポストが少ないから

その他

不明・無回答

n=70
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問３ 女性従業員の活用について、どのように実施されていますか。 （○は１つ） 

 女性従業員の活用をどのように実施しているかについてみると、「男女の区別なく幅広く活用を図っている」が

62.6％と最も多く、次いで「女性は、特定の職種や専門分野でのみ活用を行っている」が 17.4％、「女性は、

補助的な業務のみ活用を行っている」が 9.6％となっています。 

  

 

■従業員数別クロス集計 

従業員数別にみると、「女性は、特定の職種や専門分野でのみ活用を行っている」について 51人～100人

の事業所で全体と比較して多く、301 人以上で少なくなっています。また、「女性は、補助的な業務のみ活用

を行っている」について 301人以上で全体と比較してやや多くなっています。 

 

 

62.6 9.6 17.4 2.6 7.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

n=115

男女の区別なく幅広く活用を図っている

女性は、補助的な業務のみ活用を行っている

女性は、特定の職種や専門分野でのみ活用を行っている

その他

不明・無回答

％
合
計

男

女
の

区

別
な

く
幅

広

く

活
用

を

図

っ
て
い

る

女

性
は

、
補
助

的
な

業

務

の
み

活

用
を

行

っ
て

い

る

女

性
は

、
特
定

の
職

種

や

専
門

分

野
で

の
み

活

用

を
行

っ
て
い

る

そ

の
他

不

明
・

無

回
答

全体 115 62.6 9.6 17.4 2.6 7.8

10人未満 15 53.3 6.7 20.0 6.7 13.3

10人～50人 64 59.4 9.4 20.3 1.6 9.4

51人～100人 7 71.4 0.0 28.6 0.0 0.0

101人～300人 9 66.7 11.1 11.1 0.0 11.1

301人以上 17 70.6 17.6 5.9 5.9 0.0



11 

 

問４ 女性従業員の活用にあたって、具体的にどのように取り組んでいますか。 （○

はいくつでも） 

 女性従業員の活用にあたって、具体的に取り組んでいることについてみると、「育児・介護休業制度、短時間

勤務制度等、仕事と家庭の両立を推進するための制度を整備し、活用を促進している」が 44.3％と最も多く、

次いで「人事基準を明確にし、性別にとらわれない人事評価を行っている」が 40.0％、「性別によらない教育・

研修を実施している」が 38.3％となっています。 

 

  

13.0 

2.6 

38.3 

13.0 

40.0 

44.3 

2.6 

1.7 

19.1 

7.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

女性がいない、または少ない職務・役職に

ついて、女性を積極的に採用・登用している

女性の活用に関する担当部局等を設置している

性別によらない教育・研修を実施している

女性の能力開発、意欲向上

のために研修を実施している

人事基準を明確にし、性別にと

らわれない人事評価を行っている

育児・介護休業制度、短時間勤務制度

等、仕事と家庭の両立を推進するた
めの制度を整備し、活用を促進している

従業員及び管理職に対し、女性活用

の重要性について啓発を行っている

その他

取り組んでいることはない

不明・無回答

n=115
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■従業員数別クロス集計 

従業員数別にみると、「性別によらない教育・研修を実施している」について 10 人未満、51 人～100 人の

事業所で全体と比較して多く、10人～50人で少なくなっています。また、「人事基準を明確にし、性別にとらわ

れない人事評価を行っている」について 10 人未満で少なく、51 人以上で全体と比較して多くなっています。

「育児・介護休業制度、短時間勤務制度等、仕事と家庭の両立を推進するための制度を整備し、活用を促進

している」について 10 人未満で少なく、101 人以上で全体と比較して多くなっています。「取り組んでいることは

ない」については 10人未満で全体と比較して多くなっています。 

 

 

％
合
計

女
性
が
い
な
い

、
ま
た

は
少
な
い
職
務
・
役

職
に
つ
い
て

、
女
性
を

積
極
的
に
採
用
・
登

用
し
て
い
る

女
性
の
活
用
に
関
す
る

担
当
部
局
等
を
設
置

し
て
い
る

性
別
に
よ
ら
な
い
教
育

・
研
修
を
実
施
し
て

い
る

女
性
の
能
力
開
発

、
意

欲
向
上
の
た
め
に
研

修
を
実
施
し
て
い
る

人
事
基
準
を
明
確
に
し

、
性
別
に
と
ら
わ
れ

な
い
人
事
評
価
を
行

っ
て
い
る

育
児
・
介
護
休
業
制
度

、
短
時
間
勤
務
制
度

等

、
仕
事
と
家
庭
の
両

立
を
推
進
す
る
た
め

の
制
度
を
整
備
し

、
活

用
を
促
進
し
て
い
る

従
業
員
及
び
管
理
職
に

対
し

、
女
性
活
用
の

重
要
性
に
つ
い
て
啓
発

を
行

っ
て
い
る

そ
の
他

取
り
組
ん
で
い
る
こ
と

は
な
い

不
明
・
無
回
答

全体 115 13.0 2.6 38.3 13.0 40.0 44.3 2.6 1.7 19.1 7.8

10人未満 15 13.3 0.0 53.3 13.3 26.7 33.3 0.0 0.0 40.0 6.7

10人～50人 64 17.2 1.6 26.6 14.1 31.3 40.6 3.1 0.0 18.8 9.4

51人～100人 7 0.0 0.0 71.4 0.0 71.4 42.9 0.0 0.0 14.3 0.0

101人～300人 9 0.0 11.1 33.3 0.0 55.6 55.6 0.0 0.0 11.1 11.1

301人以上 17 5.9 0.0 47.1 11.8 52.9 58.8 0.0 5.9 11.8 5.9
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問５ 女性従業員の活用にあたっての課題や問題点をお答えください。 （○はいく

つでも） 

 女性従業員の活用にあたっての課題や問題点についてみると、「育児、介護、家事等、家庭の事情を考慮

する必要がある」が 49.6％と最も多く、次いで「時間外労働、深夜労働をさせにくい」が 23.5％、「特にない」が

19.1％となっています。 

 

  

18.3 

49.6 

17.4 

3.5 

23.5 

5.2 

10.4 

0.9 

6.1 

19.1 

7.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

女性の勤続年数が平均的に短い

育児、介護、家事等、家庭

の事情を考慮する必要がある

男性と女性では職業意識に差がある

中間管理職や同僚の意識、理解が不十分である

時間外労働、深夜労働をさせにくい

女性のための職業環境の整備にコストがかかる

重量物の取扱いや危険有害業務

について、法制上の制約がある

女性の活用を推進する方法がわからない

その他

特にない

不明・無回答

n=115
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■従業員数別クロス集計 

従業員数別にみると、「女性の勤続年数が平均的に短い」について 51人～300人の事業所、「育児、介護、

家事等、家庭の事情を考慮する必要がある」について 301人以上、「中間管理職や同僚の意識、理解が不十

分である」について 51 人～100 人で全体と比較して多くなっています。また、「時間外労働、深夜労働をさせ

にくい」について 10人～50人で多くなっています。 

 

 

  

％
合
計

女
性
の
勤
続
年
数
が
平

均
的
に
短
い

育
児

、
介
護
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事
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、
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の
事
情
を
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す
る
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要
が
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る
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と
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は
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意
識
に
差
が
あ
る

中
間
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理
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や
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意
識

、
理
解
が
不
十

分
で
あ
る

時
間
外
労
働

、
深
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労

働
を
さ
せ
に
く
い

女
性
の
た
め
の
職
業
環

境
の
整
備
に
コ
ス
ト

が
か
か
る

重
量
物
の
取
扱
い
や
危

険
有
害
業
務
に
つ
い

て

、
法
制
上
の
制
約
が

あ
る

女
性
の
活
用
を
推
進
す

る
方
法
が
わ
か
ら
な

い そ
の
他

特
に
な
い

不
明
・
無
回
答

全体 115 18.3 49.6 17.4 3.5 23.5 5.2 10.4 0.9 6.1 19.1 7.0

10人未満 15 6.7 46.7 13.3 6.7 6.7 0.0 0.0 0.0 20.0 26.7 6.7

10人～50人 64 15.6 48.4 18.8 1.6 32.8 6.3 15.6 1.6 1.6 20.3 7.8

51人～100人 7 28.6 42.9 14.3 14.3 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0

101人～300人 9 44.4 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 11.1 22.2 11.1

301人以上 17 17.6 64.7 23.5 5.9 11.8 5.9 5.9 0.0 11.8 5.9 5.9
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ワーク・ライフ・バランスについて 

問６ 貴事業所では、次の休暇・休業制度について、どの程度取得されていますか。 

①育児休業 （○は１つ） 

 育児休業についてみると、男性では「該当者がいない」が 43.5％と最も多く、次いで「該当者のほとんどが取

得していない」が 39.1％、「制度がない」が 7.8％となっています。 

 女性では、「該当者がいない」が 43.5％と最も多く、次いで「該当者のほぼ全員が取得している」が 33.9％、

「該当者のほとんどが取得していない」が 7.8％となっています。 

 

②育児休暇（配偶者出産休暇等、数日間の休暇） （○は１つ） 

 育児休暇についてみると、男性では「該当者がいない」が 40.9％と最も多く、次いで「該当者のほとんどが取

得していない」が 25.2％、「該当者のほぼ全員が取得している」が 10.4％となっています。 

 女性では「該当者がいない」が 42.6％と最も多く、次いで「該当者のほぼ全員が取得している」が 31.3％、

「該当者のほとんどが取得していない」が 9.6％となっています。 

 

0.9 

33.9 

1.7 

2.6 

39.1 

7.8 

43.5 

43.5 

7.8 

7.0 

7.0 

5.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

n=115

該当者のほぼ全員が取得している 該当者の半数程度が取得している

該当者のほとんどが取得していない 該当者がいない

制度がない 不明・無回答

10.4 

31.3 

8.7 

3.5 

25.2 

9.6 

40.9 

42.6 

7.8 

7.8 

7.0 

5.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

n=115

該当者のほぼ全員が取得している 該当者の半数程度が取得している

該当者のほとんどが取得していない 該当者がいない

制度がない 不明・無回答
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③子の看護休暇 （○は１つ） 

 子の看護休暇についてみると、男性では「該当者がいない」が 38.3％と最も多く、次いで「該当者のほとんど

が取得していない」が 31.3％、「制度がない」が 10.4％となっています。 

 女性では「該当者がいない」が 40.9％と最も多く、次いで「該当者のほぼ全員が取得している」が 21.7％、

「該当者のほとんどが取得していない」が 15.7％となっています。 

 

④介護休業 （○は１つ） 

 介護休業についてみると、男性では「該当者がいない」が 51.3％と最も多く、次いで「該当者のほとんどが取

得していない」が 29.6％、「制度がない」が 7.8％となっています。 

 女性では「該当者がいない」が 52.2％と最も多く、次いで「該当者のほとんどが取得していない」が 26.1％、

「制度がない」が 7.8％となっています。 

 

  

5.2 

21.7 

7.8 

7.0 

31.3 

15.7 

38.3 

40.9 

10.4 

10.4 

7.0 

4.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

n=115

該当者のほぼ全員が取得している 該当者の半数程度が取得している

該当者のほとんどが取得していない 該当者がいない

制度がない 不明・無回答

2.6 

7.0 

1.7 

2.6 

29.6 

26.1 

51.3 

52.2 

7.8 

7.8 

7.0 

4.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

n=115

該当者のほぼ全員が取得している 該当者の半数程度が取得している

該当者のほとんどが取得していない 該当者がいない

制度がない 不明・無回答
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問７ 貴事業所における、ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた取り組みについてお答

えください。 

Ａ．制度の規定の有無 （○は１つ） 

 制度の規定の有無についてみると、①短時間勤務制度と⑨非正規から正規従業員への登用では「あり」が

「なし」を上回っています。それ以外の制度の規定については「なし」が「あり」を上回っています。 

 

  

54.8 

20.0 

4.3 

37.4 

32.2 

13.9 

10.4 

33.9 

63.5 

10.4 

7.8 

41.7 

75.7 

92.2 

60.0 

61.7 

81.7 

81.7 

57.4 

32.2 

81.7 

83.5 

3.5 

4.3 

3.5 

2.6 

6.1 

4.3 

7.8 

8.7 

4.3 

7.8 

8.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①短時間勤務制度について

②フレックスタイム制度の導入に

ついて

③テレワーク制度の導入について

④始業・終業時間の繰り上げ・繰

り下げについて

⑤所定外労働の免除について

⑥育児に関する経費の援助措置の

実施、または社内保育施設の設置

について

⑦介護に関する経費の援助措置の

実施について

⑧育児・介護休業からの復帰に向

けた支援の実施について

⑨非正規から正規従業員への登用

の実施について

⑩法定を上回る育児休業制度の実

施について

⑪法定を上回る介護休業制度の実

施について

n=115

あり なし 不明・無回答
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Ｂ．利用の実績の有無 （○は１つ） 

 利用の実績の有無についてみると、①短時間勤務制度、②フレックスタイム制度、③テレワーク制度、⑧育児・

介護休業からの復帰に向けた支援、⑨非正規から正規従業員への登用、⑩法定を上回る育児休業制度では

「あり」が「なし」を上回っています。④始業・終業時間の繰り上げ・繰り下げ、⑤所定外労働の免除、⑥育児に関

する経費の援助措置、または社内保育施設の設置、⑦介護に関する経費の援助措置、⑪法定を上回る介護

休業制度については「なし」が「あり」を上回っています。 

 

68.3 

73.9 

100.0 

37.4 

45.9 

43.8 

41.7 

51.3 

69.9 

50.0 

11.1 

27.0 

21.7 

0.0 

60.0 

48.6 

56.3 

50.0 

43.6 

26.0 

41.7 

77.8 

4.8 

4.3 

0.0 

2.6 

5.4 

0.0 

8.3 

5.1 

4.1 

8.3 

11.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①短時間勤務制度について

（n=63）

②フレックスタイム制度の導入に

ついて（n=23）

③テレワーク制度の導入について

（n=5）

④始業・終業時間の繰り上げ・繰

り下げについて（n=43）

⑤所定外労働の免除について

（n=37）

⑥育児に関する経費の援助措置の

実施、または社内保育施設の設置

について（n=16）

⑦介護に関する経費の援助措置の

実施について（n=12）

⑧育児・介護休業からの復帰に向

けた支援の実施について（n=39）

⑨非正規から正規従業員への登用

の実施について（n=73）

⑩法定を上回る育児休業制度の実

施について（n=12）

⑪法定を上回る介護休業制度の実

施について（n=9）

あり なし 不明・無回答
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問８ 下野市では、平成 29年 11月に、「下野市役所イクボス宣言」を実施しました。このよ

うな市の取り組みについて、ご存じでしたか。 （○は１つ） 

 「下野市役所イクボス宣言」の認知度についてみると、「全く知らない」が 54.8％と最も多く、次いで「名称（言

葉）は聞いたことがある」が 24.3％、「多少は内容を知っている」が 13.0％となっています。 

  

6.1 13.0 24.3 54.8 1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

n=115

内容まで知っている 多少は内容を知っている

名称（言葉）は聞いたことがある 全く知らない

不明・無回答
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問９ 貴事業所において、個人の希望に応じた柔軟な働き方ができる制度を整備する上で、

難しいと感じていることは何ですか。 （○はいくつでも） 

 個人の希望に応じた柔軟な働き方ができる制度を整備する上で、難しいと感じていることについてみると、

「育児休業や介護休業等による代替要員の確保が難しい」が 53.9％と最も多く、次いで「職場や周りの人の業

務量が増える」が 53.0％、「制度の導入に伴い、コストが増大する」「勤務管理や適切な人事評価が難しい」

「売上減少等、経営への影響が懸念される」が 21.7％となっています。 

 

53.0 

53.9 

7.8 

12.2 

21.7 

21.7 

20.0 

19.1 

14.8 

7.0 

21.7 

3.5 

13.0 

1.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

職場や周りの人の業務量が増える

育児休業や介護休業等によ

る代替要員の確保が難しい

柔軟な働き方の推進について、経

営者・管理職の理解が不足している

柔軟な働き方の推進について、周

囲の従業員の理解が不足している

制度の導入に伴い、コストが増大する

勤務時間や勤務地の多様化

による雇用管理が複雑になる

勤務管理や適切な人事評価が難しい

収入が減ること等への不安があり

、従業員が制度の利用を望まない

情報やノウハウ不足等により

、制度の導入や運用が難しい

導入・実施の効果を把握しにくい

売上減少等、経営への影響が懸念される

その他

特に問題になることはない

不明・無回答

n=115
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各種ハラスメントについて 

問 10 貴事業所において、ハラスメントが問題になったことはありますか。 （○はいく

つでも） 

 ハラスメントが問題になったことの有無についてみると、「ハラスメントが問題になったことはない」が 69.6％と

最も多く、次いで「パワー・ハラスメントが問題になった」が 20.0％、「セクシュアル・ハラスメントが問題になった」

が 8.7％となっています。 

 

8.7 

20.0 

0.0 

0.0 

1.7 

69.6 

5.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

セクシュアル・ハラスメントが問題になった

パワー・ハラスメントが問題になった

マタニティ・ハラスメントが問題になった

パタニティ・ハラスメント（育児

休業等を取得した男性社員に対
する嫌がらせ行為）が問題になった

その他

ハラスメントが問題になったことはない

不明・無回答

n=115
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問 11 貴事業所では、次のようなハラスメント防止に向けた取り組みを実施していますか。

 （○はいくつでも） 

 ハラスメント防止に向けた取り組みの実施状況についてみると、「社内規定等への明示」が 50.4％と最も多く、

次いで「苦情や相談体制の整備・充実」が 40.9％、「定期的な面接やアンケートの実施」が 24.3％となってい

ます。 

 

50.4 

24.3 

40.9 

10.4 

20.0 

11.3 

21.7 

15.7 

18.3 

0.9 

23.5 

1.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

社内規定等への明示

定期的な面接やアンケートの実施

苦情や相談体制の整備・充実

ハラスメント防止委員会等の設置

ハラスメント防止に関する研修の開催

ハラスメント対応マニュアルの作成

ハラスメントに関する啓発

資料の社内での配布や掲示

男女平等に関する意識の啓発

相談者や行為者等のプライバシー保護措置

その他

取り組みを行っていない

不明・無回答

n=115
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問 12 ハラスメントが起きた場合に対応が困難だと感じることは何ですか。 （○はいく

つでも） 

 ハラスメントが起きた場合に対応が困難だと感じることについてみると、「どこまでがハラスメントに該当するか、

線引きが難しい」が 65.2％と最も多く、次いで「事実確認が難しい」が 38.3％、「被害者への事実確認（事情聴

取）や精神的ケアが難しい」が 29.6％となっています。 

 

38.3 

20.0 

65.2 

29.6 

20.0 

25.2 

5.2 

6.1 

7.0 

0.0 

0.9 

14.8 

2.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

事実確認が難しい

プライバシーの保護が難しい

どこまでがハラスメントに

該当するか、線引きが難しい

被害者への事実確認（事情

聴取）や精神的ケアが難しい

被害者が嫌がっていることを加

害者に理解させることが難しい

加害者への処分を含めた対応が難しい

顧客や取引相手が加害者の場合の対応が難しい

相談を受ける際の留意点や

相談後の対処法がわからない

日常の業務が忙しいため、

十分に対応する余裕がない

相談窓口の整備等に経費がかかるため難しい

その他

特にない

不明・無回答

n=115
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男女共同参画に関する取り組みについて 

問 13 男女共同参画推進に関わる用語について、ご存じですか。 （○は１つ） 

(ウ) 男女雇用機会均等法、(カ) 育児・介護休業法、(キ) ワーク・ライフ・バランスについては「内容まで知

っている」「多少は内容を知っている」を合わせた『知っている』が５割以上となっています。 

一方、「全く知らない」が (ケ) ポジティブ・アクション（積極的改善措置）で 35.7％、(サ) くるみん認定で

72.2％、(シ) えるぼし認定で 73.9％と多くなっています。 

 
  

14.8 

6.1 

27.0 

7.8 

4.3 

32.2 

22.6 

13.9 

7.0 

13.0 

5.2 

5.2 

33.9 

29.6 

47.8 

27.0 

20.9 

41.7 

37.4 

33.0 

14.8 

20.0 

10.4 

7.0 

34.8 

42.6 

18.3 

47.0 

49.6 

16.5 

24.3 

29.6 

40.0 

36.5 

9.6 

11.3 

13.9 

19.1 

4.3 

15.7 

22.6 

6.1 

13.0 

20.9 

35.7 

27.0 

72.2 

73.9 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

3.5 

2.6 

2.6 

2.6 

3.5 

2.6 

2.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(ア) 男女共同参画社会

(イ) 男女共同参画社会基本法

(ウ) 男女雇用機会均等法

(エ) 女性活躍推進法

(オ) 女性差別撤廃条約

(カ) 育児・介護休業法

(キ) ワーク・ライフ・バランス

(ク) ジェンダー

(ケ) ポジティブ・アクション

（積極的改善措置）

(コ) ダイバーシティ

(サ) くるみん認定

(シ) えるぼし認定

n=115

内容まで知っている 多少は内容を知っている

名称（言葉）は聞いたことがある 全く知らない

不明・無回答
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問 14 市では平成 28 年に「下野市だれもが輝く男女共同参画社会づくり条例」を制定し、

男女が互いに尊重し、性別にとらわれることなく個性と能力を発揮し、自分らしく生き

ることができる社会の実現を目指す事業の一環として、講演会の開催や情報紙の発行等

を実施しています。以下の事業の認知度についてお答えください。 （○は１つ） 

 全ての項目で、「知らない」が「知っている」を上回っています。(ウ) 男女共同参画情報紙シェアリング（年２

回発行）、(エ) しもつけ女性活躍応援ガイドブックについてみると、「知らない」が 8割以上となっています。 

 

  

28.7 

21.7 

13.9 

17.4 

68.7 

75.7 

83.5 

80.0 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(ア) 男女共同参画（女性活躍）推

進セミナー（年１回開催）

(イ) 男女共同参画のつどい 映画

上映会（年１回開催）(全体)%

(ウ) 男女共同参画情報紙シェア

リング（年２回発行）

(エ) しもつけ女性活躍応援ガイ

ドブック

n=115

知っている 知らない 不明・無回答
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問 15 貴事業所における一般事業主行動計画の策定状況についてお答えください。 （○

は１つ） 

 一般事業主行動計画の策定状況についてみると、「策定の予定はない」が 39.1％と最も多く、次いで「検討

中」が 21.7％、「策定済（本社・本店での策定を含む）」が 19.1％となっています。 

 

 

■従業員数別クロス集計 

従業員数別にみると、「女性の勤続年数が平均的に短い」について「策定済（本社・本店での策定を含む）」

について 301人以上の事業所で全体と比較して多くなっています。また、「策定の予定はない」について 10人

未満～100人、「検討中」について 101人以上がそれぞれ全体と比較して多くなっています。 

 

 

  

19.1 8.7 39.1 21.7 11.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

n=115

策定済（本社・本店での策定を含む） 今後策定予定 策定の予定はない 検討中 不明・無回答

％
合
計

策
定

済

（
本
社
・

本
店
で
の

策
定
を

含
む

）

今
後

策
定
予
定

策
定

の
予
定
は
な

い

検
討

中

不
明

・
無
回
答

全体 115 19.1 8.7 39.1 21.7 11.3

10人未満 15 13.3 6.7 53.3 20.0 6.7

10人～50人 64 12.5 6.3 48.4 18.8 14.1

51人～100人 7 28.6 14.3 57.1 0.0 0.0

101人～300人 9 22.2 11.1 22.2 44.4 0.0

301人以上 17 29.4 17.6 0.0 35.3 17.6
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問 16 今後、貴事業所において男女共同参画やワーク・ライフ・バランス、女性の活躍を推

進するにあたって、市にどのような取り組みを期待しますか。 （○はいくつでも） 

 男女共同参画やワーク・ライフ・バランス、女性の活躍を推進するにあたって、市に期待する取り組みについ

てみると、「保育施設・保育サービスの充実」が 40.0％と最も多く、次いで「多様な働き方やワーク・ライフ・バラ

ンスを推進する企業への優遇措置」が 32.2％、「高齢者や障がい者、看護が必要な人のための施設・介護サ

ービスの充実」が 27.0％となっています。 

 

 

  

19.1 

12.2 

11.3 

11.3 

7.8 

32.2 
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

広報紙やパンフレット等による男

女平等や相互理解についての啓発

男女共同参画をテーマとしたセミナーの実施

事業所が行う研修会等への講師の派遣・紹介

女性の社会進出のための

職業教育や職業訓練の実施

男女平等な雇用・労働条件を確保するための啓発

多様な働き方やワーク・ライフ・バ

ランスを推進する企業への優遇措置

保育施設・保育サービスの充実

高齢者や障がい者、看護が必要な人

のための施設・介護サービスの充実

企業や女性のための相談機関の充実

その他

特にない

不明・無回答

n=115
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問 17 貴事業所において、ワーク・ライフ・バランスや女性の活躍を推進するために今後実

施予定の取り組みがありましたら教えてください。 

・会社での取り組みが必要だと考えます。本社の意向を踏まえながら取り組みを行います。 

・今年の 10 月より、ダイバーシティ（女性活躍推進）活動をさらに推進していくために、人事の女性メンバーでミ

ーティングを行い、智恵を出し合いながら、より働きやすい職場づくりを進めるために活動しています。 

・有給の計画的使用。テレワーク等。 

・詳しいことが分からないので、まずは勉強します。 

・女性でも扱える設備に更新したい。 

・事業規模が小さい為、実施予定はない。 

・フレックス制等検討中。 

・本社を主体とした取組みを継続的に行っています。 

 

◆その他何かございましたら、ご自由にご記入ください。 

・女性の「活用」という表現自体が差別的な表現に感じる。 

・行政と民間のギャップがありすぎて、アンケートが無意味だと思う。行政は民間、特に中小を知らなすぎませ

んか。 

・男性の育児は世の中的に現状は厳しい。女性が育休に入ると、その間が仕事できない。民間企業はお金を

稼がないといけないので正直辛い。 

・乳児・幼児・小学校・中学校・高等学校まで、育児・教育に心配なく仕事ができる町を希望します。高齢者に

も配慮ができる町。一人暮らしの高齢者の見守りができる町。 

 


